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広島市議会常任委員会等傍聴要領新旧対照表 

 

現行 改正 

（傍聴人の数の制限） 

第６条 委員長は、傍聴席の都合その他必要があ

ると認めるときは、傍聴人の数を制限すること

ができる。 

 

（傍聴することができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍

聴することができない。 

⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

⑵ 銃器その他危険な物を携帯している者 

⑶ ビラ、プラカード、旗その他気勢を示すお

それのある物を携帯している者 

 

 

⑷ 笛、太鼓その他楽器の類を携帯している者 

⑸ 既に、常任委員会等を傍聴しようとする日

において、第１１条第３項の規定により誓約

書を提出し、かつ、当該誓約書提出後に当該

誓約書の提出を受けた委員長から条例第２１

条第３項又はこの要領第１１条第１項の規定

により退場を命ぜられた者 

⑹ 既に、常任委員会等を傍聴しようとする日

において、規則第１６条第３項の規定により

誓約書を提出し、かつ、当該誓約書提出後に

地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第１３０条第１項若しくは第

２項又は規則第１６条第１項の規定により退

場を命ぜられた者 

⑺ 既に、傍聴しようとする常任委員会等で議

題となり、又は議題となる予定の案件と同一

の案件が議題となったその会期中の常任委員

会等において、第１１条第３項の規定により

誓約書を提出し、かつ、当該誓約書提出後当

該常任委員会等において当該案件に関連して

委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害とな

るような行為をしたために当該誓約書の提出

 

第６条 （現行に同じ。） 

 

 

 

（傍聴することができない者） 

第７条 （現行に同じ。） 

 

⑴ 銃器その他危険な物を持っている者 

⑵ ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他

の委員会室に現在する者に対する示威的行為

のために使用されるおそれがあると認められ

る物を携帯し、又は着用している者 

 ⑶ 酒気を帯びていると認められる者 

 （削る。） 

⑷ （現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

⑸ （現行に同じ。） 

 

 

 

 

 

 

⑹ 既に、傍聴しようとする常任委員会等で議

題となり、又は議題となる予定の案件と同一

の案件が議題となったその会期中の常任委員

会等において、第１１条第３項の規定により

誓約書を提出し、かつ、当該誓約書提出後当

該常任委員会等において当該案件に関連して

委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害とな

るような行為をしたために当該誓約書の提出
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を受けた委員長から条例第２１条第３項又は

この要領第１１条第１項の規定により退場を

命ぜられた者（第５号に掲げる者を除く。） 

⑻ 既に、傍聴しようとする常任委員会等で議

題となり、又は議題となる予定の案件と同一

の案件が議題となったその会期中の会議にお

いて、規則第１６条第３項の規定により誓約

書を提出し、かつ、当該誓約書提出後当該会

議において当該案件に関連して議場の秩序を

乱し、又は会議の妨害となるような行為をし

たために法第１３０条第１項若しくは第２項

又は規則第１６条第１項の規定により退場を

命ぜられた者（第６号に掲げる者を除く。） 

⑼ 第１１条第３項の規定により、傍聴しよう

とする常任委員会等において委員長に誓約書

を提出しなければならない者であって、当該

誓約書の提出をしないもの 

⑽ 条例又はこの要領を遵守しない意思を明確

に示している者 

⑽ その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及

ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認めら

れる者 

⑾ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、

又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めら

れる者 

２ 委員長は、必要と認めるときは、常任委員会

等を傍聴しようとする者に対し、係員をして、

前項第１号及び第２号に規定する物を携帯して

いるか否かを質問させることができる。 

３ 前項の質問を受けた者がこれに応じないとき

は、当該者は、第１項に規定する者に該当する

ものとして、同項の規定を適用する。 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

 ⑴ 委員会室における言論に対して拍手その他

の方法により公然と可否を表明しないこと。 

 ⑵ 大きな声を出すなど騒ぎ立てないこと。 

を受けた委員長から条例第２１条第３項又は

この要領第１１条第１項の規定により退場を

命ぜられた者（第４号に掲げる者を除く。） 

⑺ 既に、傍聴しようとする常任委員会等で議

題となり、又は議題となる予定の案件と同一

の案件が議題となったその会期中の会議にお

いて、規則第１６条第３項の規定により誓約

書を提出し、かつ、当該誓約書提出後当該会

議において当該案件に関連して議場の秩序を

乱し、又は会議の妨害となるような行為をし

たために法第１３０条第１項若しくは第２項

又は規則第１６条第１項の規定により退場を

命ぜられた者（第５号に掲げる者を除く。） 

⑻ （現行に同じ。） 

 

 

 

⑼ （現行に同じ。） 

 

⑽ その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及

ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認めら

れる者 

（削る。） 

 

 

２ 委員長は、必要と認めるときは、常任委員会

等を傍聴しようとする者に対し、係員をして、

前項第１号及び第２号に規定する物を携帯して

いるか否かを質問させることができる。 

３ 前項の質問を受けた者がこれに応じないとき

は、その者は、第１項に規定する者に該当する

ものとして、同項の規定を適用する。 

 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。 

 ⑴ 静粛にすること。 

 ⑵ 委員会室における言論に対して拍手その他

の方法により公然と可否を表明し、又は委員
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 ⑶ はち巻、腕章の類をする等示威的行為をし

ないこと。 

 ⑷ 携帯電話等の通信機器その他音を発生する

機器は、電源を切るなど音を発生しない状態

とすること。 

 ⑸ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑹ みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしな

いこと。 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩

序を乱し、又は常任委員会等の妨害となるよ

うな行為をしないこと。 

 

（写真、映画等の撮影及び録音等の制限） 

第９条 傍聴人は、委員会室において、写真、映

画等を撮影し、又は録音等をしようとするとき

は、あらかじめ委員会傍聴申込書兼委員会撮影

等許可申請書（別記様式第１号）を委員長に提

出し、許可を得なければならない。 

 

２ 前項    の許可を得た者は、係員が指定

した場所において、写真、映画等を撮影し、又

は録音等をすることができる。 

３ 規則第１４条の規定により許可を得た報道関

係者については、本条に規定する 許可を得た

ものとみなす。 

 

（係員の指示） 

第１０条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わな

ければならない。 

 

別記様式第１号（第４条、第９条関係） 

 

 （略） 

 

  撮影    録音 

 

 （略） 

 

平成   年   月   日 

会室に現在する者に対して示威的行為をしな

いこと。 

 ⑶ 携帯電話端末その他音を発する機器は、電

源を切り、又は音を発しない状態にすること。 

 

 ⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑸ 傍聴席に着き、みだりに席を離れないこと。 

 

 ⑹ その他委員会室の秩序を乱し、常任委員会

等を妨害し、又は他人の迷惑となるような行

為をしないこと。 

 

（写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止） 

第９条 傍聴人は、委員会室において写真の撮影、

録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、

委員会傍聴申込書兼委員会撮影等許可申請書

（別記様式第１号）を委員長に提出し、写真の

撮影、録音、録画、放送等について特に委員長

の許可を得た者は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の許可を得た者は、係員が指定

した場所において、写真の撮影、録音、録画、放

送  等をすることができる。 

３ 規則第１４条ただし書の 許可を得た報道関

係者については、第１項ただし書の許可を得た

ものとみなす。 

 

（係員の指示） 

第１０条 傍聴人は、全て 係員の指示に従わな

ければならない。 

 

別記様式第１号（第４条、第９条関係） 

 

 （現行に同じ。） 

 

  撮影    録音    放送等 

 

 （現行に同じ。） 

 

令和  年   月   日 
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 （略） 

 

別記様式第３号（第１１条関係） 

 

 （略） 

 

注 この誓約書が提出された日において、この誓

約書を提出した者がこの誓約書提出後この誓約

書の提出を受けた委員長から退場を命ぜられた

場合、この誓約書に記入された住所及び氏名並

びにその者ああああああああに係る退場に関す

る情報は、同日及び同日後同日の属する会期中

におけるあああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああ本会議、常任委員

会及び特別委員会の傍聴の受付において利用す

るため、議長、これらの委員会の委員長及び当

該受付に関係する事務に従事する議会事務局の

職員で共有する。 

 

 （現行に同じ。） 

 

別記様式第３号（第１１条関係） 

 

 （現行に同じ。） 

 

注 この誓約書が提出された日において、この誓

約書を提出した者がこの誓約書提出後この誓約

書の提出を受けた委員長から退場を命ぜられた

場合、この誓約書に記入された住所及び氏名並

びにこの誓約書を提出した者に係る退場に関す

る情報は、その者が、広島市議会傍聴規則施行

要領第５条第５号若しくは第７号又は広島市議

会常任委員会等傍聴要領第７条第１項第４号若

しくは第６号に掲げる者に該当することにより

傍聴席に入ることができない本会議、常任委員

会及び特別委員会の傍聴の受付において利用す

るため、議長、これらの委員会の委員長及び当

該受付に関係する事務に従事する議会事務局の

職員で共有する。 

 


